
全国ではクマによる人身被害が多発しています。
農作業等の際には、クマとの不意の遭遇に十分ご注意ください。

（１）農作業などの際に注意すべき事項

クマ類を誘引する生ゴミや野菜・果実の廃棄残さ等は適切に処理すること。

農地では果樹園が最も被害を受けやすいところであり、収穫後の放置果実は適
切に除去すること。

クマ類は収穫物収納庫に入り込んで採食することもあるため、収納庫はきちん
と施錠するなど管理を徹底すること。

草刈機などに使われるガソリンなどの揮発性物質も、クマ類の誘引物となるた
め、保管場所に注意すること。

（２）誘引物の適切な管理

作業中にラジオなど音の出るものを携帯するなど、自分の存在を
アピールすること。

クマ類の出没情報に留意し、クマ類の行動が活発になる早朝、夕方の作業時
には、周囲に気を付けること。

森林の近くの農地は、クマ類の出没ルートとなりやすいので特に注意し
周囲の草木の刈払いを行うこと。

頻繁にクマ類が出没する地域は、できるだけ単独での作業は避けること。

農作物が被害を受けた場合

農業政策課 林業係 （0544）22-1153

クマを目撃した場合

花と緑と水の課 自然保全係 （0544）22-1169

☎連絡先☎


